
一定期間運転業務から離れている貸切バス運転者が再び運転業務を行う際、事前に運転者に対する実技等による指導及び監督を実施した。

正答：○（正答率：99.0％）
解説：一定期間運転業務から離れている運転者は、運転技量の低下や健康状態の把握が不十分となるおそれがあるため、事前に実技等による
指導及び監督を実施する必要があります。
参考：貸切バスの運行を再開する際の安全確保の徹底について（令和5年4月18日付関自保第15号）

貸切バス事業者において新たに雇い入れた者で、貸切バスの運転者として経験があったため、初任運転者に対する特別な指導を行わなかっ
た。

正答：×（正答率：96.4％）
解説：「旅客自動車運送事業者が事業用自動車 の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（平成１３年１２月３日、国土交通省告示第１６
７６号）第２章第２項第２に規定されており、貸切バスにおいては、経験の有無を問わず、新たに雇い入れた場合は必ず初任運転者に対する
特別な指導が必要です。

指導監督の「危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法」について実施するときに、危険予知トレーニングシートを用いて運転者に
どのように運転すればよいか考えさせたが、緊急時においての適切なブレーキ操作については、資料を用いて運転者に考えさせたのみであっ
た。

正答：×（正答率：95.8％）
解説：危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法についての指導を実施するときは、運転者に対して、危険予知トレーニングシート
や事故事例を用いて、危険回避や乗客の安全確保のために、どのように運転すればよいか考えさせ理解させるとともに、緊急時における制動
装置の急な操作にかかる技能の維持のため、実際に運転する自動車と同一の車種区分の自動車を用いて、制動装置の急な操作の方法について
指導してください。

１年以上運転業務から離れていた貸切バス運転者（準初任運転者に該当する者）に対して行う特別な指導において、安全運転の実技は、合計
２０時間以上の添乗指導を行う必要がある。

正答：○（正答率：95.3％）
解説：準初任運転者に対する特別な指導については、「旅客自動車運送事業者が事業用自動車 の運転者に対して行う指導及び監督の指針」
（平成１３年１２月３日、国土交通省告示第１６ ７６号）第２章第２項第３号に規定されており、貸切バスにあっては２０時間以上の添乗指
導が必要です。
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